
 

 
令和４年８月８日 

 

 

令和４年８月３日からの大雨による被害に係る 
普通交付税（９月定例交付分）の繰上げ交付 

 

総務省は、令和４年８月３日からの大雨により多大な被害を受けた地方公共団体に対
し、地方交付税法第１６条第２項の規定に基づき、９月に定例交付すべき普通交付税の
一部を繰り上げて交付することとしました。 

 

 

１ 対象団体    ２０団体（１２市７町１村） 

山形県 １０団体（４市６町）  

新潟県 ３団体（２市１村）  

石川県 ７団体（６市１町）  

 

２ 繰上げ交付額 

山形県 ３，０１６百万円 

新潟県 １，５５５百万円 

石川県 ３，３２４百万円 

合 計 ７，８９５百万円 

 

３ 日程 

令和４年８月８日（月）  交付決定 

令和４年８月１０日（水） 現金交付 
 

 

※繰上げ交付の団体別内訳は、別紙のとおり。 

 

＜参考＞ 

・ 普通交付税の定例の交付時期は、４月、６月、９月及び１１月(地方交付税法第１６条第１項) 

・ 普通交付税の繰上げ交付は、災害により多大な被害を受けた地方公共団体における資金繰りを

円滑にするために、定例の交付時期を繰り上げて交付するもの 

・ ９月定例交付額の３０％を交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治財政局財政課 中谷、西林、小幡 

TEL 03-5253-5111（代表） 

TEL 03-5253-5612（直通） 

      FAX 03-5253-5615 



（別紙） 

 

令和４年８月３日からの大雨による被害に係る 
普通交付税（９月定例交付分）の繰上げ交付額（団体別） 

 
 

（単位：百万円） 
 
 

＜山形県＞ （４市６町）  ＜石川県＞ （６市１町） 

団体名 繰上げ交付額  団体名 繰上げ交付額 

米沢市 ５４２  金沢市 ７７０ 

寒河江市 ３２３  小松市 ６３２ 

長井市 ３２３  加賀市 ５７１ 

南陽市 ２９４  白山市 ７６１ 

大江町 １８２  能美市 ３４２ 

高畠町 ２６８  野々市市 １５２ 

川西町 ３５５  川北町 ９６ 

小国町 ２２１  合 計 ３，３２４ 

白鷹町 ２７２    

飯豊町 ２３６   （１２市７町１村） 

合 計 ３，０１６  交 付 総 額 ７，８９５ 

     

＜新潟県＞ （２市１村）    

団体名 繰上げ交付額    

村上市 １，０１７    

胎内市 ３５１    

関川村 １８７    

合 計 １，５５５    

 


